
 

 

 

    

    

１１１１    取組内容取組内容取組内容取組内容    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    低入札価格調査の実施状況低入札価格調査の実施状況低入札価格調査の実施状況低入札価格調査の実施状況    

【建設工事】 

         

 

【委託業務】 

 

    

    

件数 発生率 件数 率 延べ者数

1,658件 101件 6.1% 10件 9.9% 10者

受注希望 1,030件 51件 5.0% 7件 13.7% 7者

総合評価 628件 50件 8.0% 3件 6.0% 3者

1,236件 61件 4.9% 9件 14.8% 9者

受注希望 707件 30件 4.2% 5件 16.7% 5者

総合評価 529件 31件 5.9% 4件 12.9% 4者

低入札価格調査 辞退

公告件数

平成30年度

令和元年度（11月末）

件数 発生率 件数 率 延べ者数

1,179件 47件 4.0% 38件 80.9% 49者

受注希望 556件 20件 3.6% 18件 90.0% 23者

総合評価 623件 27件 4.3% 20件 74.1% 26者

辞退

令和元年度（11月末）

公告件数

低入札価格調査

 受注希望型競争入札における建設工事では平成 30 年４月以降の公告案件から、 

委託業務では平成 31年４月以降の公告案件から、低入札価格調査を実施。 

① 調査対象 

＜建設工事＞（受注希望）予定価格の 90.0％未満※ 

（総合評価）予定価格の 90.0～92.5％の変動制※ 

  ＜委託業務＞（受注希望）予定価格の 87.5％未満 

        （総合評価）予定価格の 87.5～90.0％の変動制 

   ※令和元年8月以降、失格基準の見直しにより、調査対象は2％高い数値となる。 

② 調査書類の提出 

  落札候補者決定通知日の翌日から 2日以内に調査書類又は辞退届を提出 

  １年に３回以上辞退した場合は入札参加制限となる。（委託業務は令和 2年度以降） 

建設工事等に建設工事等に建設工事等に建設工事等における低入札価格おける低入札価格おける低入札価格おける低入札価格調査調査調査調査のののの入札入札入札入札手続手続手続手続のののの見直し見直し見直し見直し    
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３３３３    見直し内容見直し内容見直し内容見直し内容    

    

    

    

    

    

    

低入札価格調査に係る入札手続きの流れ低入札価格調査に係る入札手続きの流れ低入札価格調査に係る入札手続きの流れ低入札価格調査に係る入札手続きの流れ    

    

    

４４４４    実施時期実施時期実施時期実施時期    

 

 

 

 

 

【 ⾒直し後 】

入札（開札）

公　　告

入札書等の提出

落札者の決定

落札候補者資格審査

低入札価格調査

落札候補者決定通知

低入札価格調査実施通知

【 現 ⾏ 】

＜辞退した場合＞

① 落札候補者の取消通知発送

② 次順位者への通知
（適格者が決まるまで⾏う）

③ 辞退者を技術管理室へ報告

※年３回以上の辞退で⼊札参加制限

辞退 辞退

① ⼊札書等の提出に併せ”低⼊札
価格調査事前辞退届”を提出

② 事前辞退届提出者が低⼊札価格調
査対象となった場合→無効(失格)

※事前辞退回数の制限なし
⼊札参加制限の措置なし
技術管理室への報告なし

事前辞退

＜事前辞退届を提出せずに
辞退した場合＞

① 落札候補者の取消通知発送

② 次順位者への通知
（適格者が決まるまで⾏う）

③ 辞退者を技術管理室へ報告

※年３回以上の辞退で⼊札参加制限

低入札価格調査の辞退が多く、受発注者双方の事務負担が増えているとともに、

入札手続きが長期化しているため、入札書の提出に併せ「低入札価格調査事前辞退

届」を提出し、辞退の意向をあらかじめ明らかにすることにより、事務負担の軽減

と入札手続きの長期化を防止する。 

令和 2年 4月の公告案件から適用 



 

 

 

低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について低入札価格調査対象者の落札候補者の辞退について    

 受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領に定める低入札低入札低入札低入札

価格調査価格調査価格調査価格調査の対象となった場合、落札候補者の辞退落札候補者の辞退落札候補者の辞退落札候補者の辞退を認めます。 

 ただし、１回目の辞退から１年以内に３回以上辞退したときには、入札参加制限（※）

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入札参加制限････適用を通知した日の翌日が、「入札公告日から落札決定日の間」に含まれ

ている他の公告案件には応札することができない制限。 

落札候補者辞退の流れ 

入 札 

落札候補者決定 

（低入札価格調査該当） 

次の場合に落札候補者の辞退を認める。次の場合に落札候補者の辞退を認める。次の場合に落札候補者の辞退を認める。次の場合に落札候補者の辞退を認める。    

① 落札候補者通知書に、低入札価格調査該当予定の

旨が記載されている。 

② 入札参加資格要件を満足している（適正な入札参

加要件審査書類を提出する）。 

③ 入札参加資格要件審査書類の提出までの間に「落

札候補者辞退届」を発注機関の長に提出する。 

④ 発注機関の長が、辞退を承認する。 

低入札価格調査 

辞退承認（落札候補者辞退届辞退承認（落札候補者辞退届辞退承認（落札候補者辞退届辞退承認（落札候補者辞退届

を提出した場合）を提出した場合）を提出した場合）を提出した場合）    

受けない 

低入札価格調査を受けない 

入札参加資格要件 

審査書類提出 

入札参加資格

要件審査 

無効（失格） 

虚偽の記載、書類不提出、技術者不配置、

故意の書類不備等は入札参加停止となる。 

同種工事実績、配置技術者要件違反は入札

参加制限を行う。 

不適合 

適合 

２日以内 落札候補者辞退届提出落札候補者辞退届提出落札候補者辞退届提出落札候補者辞退届提出    

契約締結 

落札決定 

1 年以内に、３回以上辞退した

場合は入札参加制限 

受ける 


